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公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟 定款 
 

第１章 総 則 

 

(名称) 

第１条 この法人は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟と称する。 

 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北２条西７丁目１番地に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

(目的) 

第３条 この法人は、民生委員法及び児童福祉法に規定されている北海道（政令指定都市を除

く）の民生委員児童委員の職務の向上に努め、道民の生活安定を図るため、住民支援活動に

向けた知識、技術の研究向上、調査、情報、資料の提供等を行うとともに、民生委員児童委

員活動の啓発の促進に努め、もって道民の社会福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

(事業) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴ 民生委員児童委員の資質向上のための研修等事業 

 ⑵ 道民への普及啓発事業及び調査研究事業 

 ⑶ 民生委員児童委員の互助共済及び福利厚生事業等 

⑷ 民生委員児童委員の顕彰並びに慰霊を行う事業 

  ⑸ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業については、北海道内において行うものとする。 

 

第３章 支部及び会員 

 

(支部) 

第５条 この法人に、市及び振興局の町村区域ごとに支部を置くことができる。 

２ 支部に関する規程は、別にこれを定める。 

 

(会員) 

第６条 この法人は、前条に定める支部をもって会員とする。 

２ 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、所定の会費を拠出する

ものとする。 

３ 会員に関する規程は、別にこれを定める。 

 

第４章 資産及び会計 

 

(基本財産) 

第７条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で

定めたものを基本財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき
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は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 

 

(事業年度) 

第８条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

 

(事業計画及び収支予算) 

第９条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長理事が作成し、理事会の承認を経て、

評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする 

 

(事業報告及び決算) 

第10条 この法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第１号

及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類については承

認を受けなければならない。 

 ⑴ 事業報告 

 ⑵ 事業報告の附属明細書 

⑶ 貸借対照表 

  ⑷ 損益計算書（正味財産増減計算書） 

⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

 ⑹ 財産目録 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとと

もに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

⑴ 監査報告 

 ⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿 

⑶ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し

た書類 

 

(公益目的取得財産残額の算定) 

第11条 会長理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条

の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

前条第２項第３号の書類に記載するものとする。 

 

第５章 評議員 

 

(評議員) 

第12条 この法人に評議員 12 名以内を置く。 

 

(評議員の選任及び解任) 

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から

第195条の規定に従い、評議員会において行う。 

２ 評議員を選任する場合には、各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１

を超えないものであること。 
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イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

  ハ 当該評議員の使用人 

  ニ ロ又はハに掲げる者以外での者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産に 

よって生計を維持している者 

  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

  ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 

⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員

の総数の３分の１を超えないものであること。 

  イ 理事 

  ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)

である者 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人通則第２条第１項に規定する独立行政法人 

④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する 

大学共同利用機関法人 

⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総 

務省設置法第４条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法

律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 

 

(任期) 

第14条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員

の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

(評議員に対する報酬等) 

第15条 評議員は無報酬とする。 

２ 評議員には費用を弁償することができる。 

 

第６章 評議員会 

 

(構成) 

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

(権限) 

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。 

⑴ 理事、監事の選任及び改選 

⑵ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 
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⑶ 定款の変更 

⑷ 残余財産の処分 

⑸ 基本財産の処分又は除外の承認 

⑹ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年５月に１回開催するほか、必要がある場合に開

催する。 

 

(議長) 

第19条 評議員会の議長は、評議員において互選する。 

 

(招集) 

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が

招集する。 

２ 評議員は、会長理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員

会の招集を請求することができる。 

 

(決議) 

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半

数が出席し、その３分の２をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

⑴ 理事、監事の解任 

 ⑵ 定款の変更 

 ⑶ 基本財産の処分又は除外の承認 

 ⑷ その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事の選任に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長理事が別に定める。 

 

(議事録) 

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、その評議員会において選任された２名の評議員が、議事録署名人として前項

の議事録に記名押印する。 

 

第７章 役 員 

 

(役員の設置) 

第23条 この法人に役員を置く。 

⑴ 理事 14 名以内 

⑵ 監事 ２名 

２ 理事のうち１名を会長理事、３名を副会長理事とする。 

３ 理事のうち１名を常務理事とすることができる。 

４ 前項の会長理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、

常務理事を選任した場合には同法第91条第１項第２号の業務執行理事とする。 
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(役員の選任) 

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 会長理事及び副会長理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係がある者

である理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えてはならない。 

 

(理事の職務及び権限) 

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行する。 

３ 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 

４ 会長理事が在任中に死亡し又は所在不明となった場合は、理事会を開催して新たな会長理

事を選定する。 

５ 会長理事又は常務理事は、事業年度ごとに４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

(監事の職務及び権限) 

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況を調査することができる。 

 

(役員の任期) 

第27条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務

を有する。 

 

(役員の解任) 

第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する

ことができる。 

⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

(報酬) 

第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常務理事及び監事に対しては、評議員会に

おいて別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ

て算定した額を報酬等として支給することができる。 

 

(顧問) 

第30条 この法人に、任意の機関として顧問を置くことができる。 

２ 顧問は次の職務を行う。 
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⑴ 会長理事からの相談に応じること 

⑵ 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 

３ 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 顧問の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをするこ

とができる。 

 

第８章 理事会 

 

 (構成) 

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

(権限) 

第32条 理事会は、次の職務を行う。 

⑴ この法人の業務執行の決定 

⑵ 理事の職務の執行の監督 

⑶ 会長理事、副会長理事及び常務理事の選定及び解職 

 

(招集) 

第33条 理事会は、会長理事が招集する。 

２ 会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、副会長理事が理事会を招集する。 

 

(議長) 

第34条 理事会の議長は、会長理事がこれに当たる。 

 

(決議) 

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条において

準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。 

 

第９章 定款の変更及び解散 

 

(定款の変更) 

第37条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条及び第４条及び第13条についても適用する。 

 

(解散) 

第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法

令で定められた事由によって解散する。 

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
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(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日

から１か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲

げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。           

 

(剰余金) 

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

(残余財産の帰属) 

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第 10 章 事務局 

 

 (事務局) 

第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て会長理事が任免する。 

４ 前項以外の職員は、会長理事が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長理事が別に定め

る。 

 

第 11 章 情報公開及び個人情報の保護 

 

（情報公開） 

第43条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資

料等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関する必要な事項は、会長理事が別に定める。 

 

（個人情報の保護） 

第44条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、会長理事が別に定める。 

 

第 12 章 公告の方法 

 

(公告の方法) 

第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

 

 

   附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項

に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条１項に定める特例民
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法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第８条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日

とする。なお、公益法人移行の際の特例民法法人の事業報告及び決算は、公益法人が引き

継ぐものとする。 

３ この公益法人の最初の会長理事は清水健治とする。 

４ この定款は、平成27年４月１日より施行する。（一部変更） 

 ５ この定款は、平成29年３月27日より施行する。（一部変更） 

 ６ この定款は、令和２年２月27日より施行する。（一部変更） 

 ７ この定款は、令和７年４月１日より施行する。（一部変更）但し、第７条の変更規定

は、令和７年３月１２日より施行する。 
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支 部 規 程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、定款第５条の規定に基づき、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟

（以下「本連盟」という。）の支部について必要な事項を定める。 

 

（支部の役割） 

第２条  支部は、本連盟の理事及び評議員候補を推薦するとともに、本連盟が実施する各種事

務事業への協力を行うものとし、各単位民生委員児童委員協議会（以下「単位民児協」とい

う。）の連合組織として、本連盟と単位民児協との連携を図るものとする。 

 

（構成） 

第３条  支部は、市及び振興局地区における単位民児協の連合組織たる民生委員児童委員協議

会をもってこれに充てる。 

 

（支部の運営） 

第４条  支部は、本連盟とは別の任意団体として支部ごとにその事業計画等により自主的な運

営を行う。 

 

附  則 

この規程は、平成元年12月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成27年 4 月 1 日から施行する。（全文改正） 
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会 員 規 程 
 

(目的） 

第１条 この規程は、定款第６条の規定に基づき、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟

（以下「本連盟」という。）会員の会費に関し必要な事項を定め、これに伴う会費収益の確保

によってこの法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。 

 

(会員） 

第２条 本連盟の会員は、定款第５条及び支部規程第３条で定める支部とする。 

 

(会費） 

第３条 会費は年額とし、6,000 円に当該年度の４月１日現在の会員に所属する単位民生委員

児童委員協議会（以下「単位民児協」という。）の民生委員児童委員（以下「委員」という。）

定数を乗じた額とする。 

２ 会費の額を変更する場合には、評議員会の決議を経て決定する。 

 

(会費の納入方法） 

第４条 会費は、本連盟からの請求に基づき毎年９月末日までに納入するものとする。 

⑴ 市支部は、所属する単位民児協分をとりまとめ一括納入するものとする。 

⑵ 地区支部は、所属する単位民児協である町村民児協が直接納入するものとする。 

 

(会費等の使途） 

第５条 会員の会費は、毎事業年度における合計額の50％以上を公益目的事業に使用するもの

とする。 

 

(実施する事項） 

第６条 本連盟は、会員及び委員に対し次の事項を実施するよう努めなければならない。 

 ⑴ 各年度の決算及び事業の報告 

 ⑵ 本連盟の発行、発刊する機関紙、パンフレット等の配布 

 ⑶ 本連盟が発刊する社会福祉関係資料、その他の資料の配布 

 ⑷ 本連盟が実施する各種調査の結果報告 

 ⑸ 本連盟が実施する大会、各種研修、研究協議への参加案内 

 ⑹ その他本連盟が必要と認めたこと 

 

(上部組織会費等の収納代行） 

第７条 本連盟は、上部組織である全国民生委員児童委員連合会（以下「全民児連」という。）

会費等を収納代行するものとする。 

２ 会員は、第３条第１項の規定を準用し算定した全民児連会費等を第４条により納入するも

のとする。 

 

(補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長理事が別に定める。 

  

附 則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月 

１日）から施行する。 
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   附則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。（全文改正） 

  附則 

この規程は平成28年４月１日から施行する。ただし、第３条の会費は平成31年度より適用す

る。（一部改正） 

   附則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。（全文改正） 

２ この規程の施行に伴い、平成 28 年２月 19 日に制定した「会員規程第３条にかかる内規」

は廃止する。 
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理事・監事・評議員選出規程 
 
(目 的） 
第１条  この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という。）の
定款に基づき、理事・監事・評議員の選出について必要な事項を定める。 

 
(理事・評議員候補の報告） 
第２条 本連盟理事ならびに評議員候補は、支部長会議において市ならびに地区支部の支部長
の職にある者からブロック毎で協議のうえ理事・評議員候補を選出し報告する。 

 
(理事・評議員の選任） 
第３条 本連盟理事・評議員は、前条によりブロックから選出・報告された理事・評議員候補
を評議員会の決議により選任する。 

２ 会長理事・副会長理事の候補は、支部長会議における選考委員会により選考する。 
３ 会長理事・副会長理事候補を除きブロックで選出された理事候補は評議員会の決議により
選任する。 

４ 評議員は、ブロックで選出された評議員候補を評議員会の決議により選任する。 
５ 会長理事・副会長理事候補を除く他の理事・評議員候補を選出するブロックならびに理事・
評議員数は別に定める区分による。 

６ 理事または評議員に欠員が生じたときは、理事または評議員が欠員となったブロックの支
部長による会議で協議のうえ候補を選出し、評議員会の決議により選任する。 

 
(正副会長理事の選任） 
第４条 会長理事・副会長理事は、評議員会の決議により理事の選任後、理事会の決議により
会長理事・副会長理事に選定する。 

２ 会長理事・副会長理事に欠員が生じたときは、支部長会議における選考委員会において候
補を選考し、評議員会の決議により理事の選任後、理事会の決議により会長理事・副会長理
事に選定する。 

３ 前項において、理事である会長理事・副会長理事候補が選考されたときは、理事会の決議
により会長理事・副会長理事に選定する。 

 
(常務理事の選任） 
第５条  定款第23条第３項の規定する常務理事は、会長理事が常務理事候補を推薦し評議員会
の決議により理事の選任後、理事会の決議により常務理事に選定する。 

２ 常務理事は、本連盟会員に所属する単位民生委員児童委員協議会の民生委員児童委員（以
下「委員」という。）外より選任することができる。 

 
(外部理事の選任） 
第６条  本連盟理事のうち公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下、「公益
法人法」という。）第５条第 15 号に規定する外部理事は、会長理事が外部理事候補を推薦し
評議員会の決議により理事に選任する。 

２ 外部理事は、委員又は常務理事、職員ではなく、且つ、就任前 10 年間常務理事又は職員で
あったことがない者とする。 

 
(監事の選任） 
第７条  監事は、会長理事が推薦し評議員会の決議により選任する。 
２ 監事のうち１名は、公益法人法第５条第 16 号に規定する外部監事とし、委員又は理事、
職員ではなく、且つ、就任前 10 年間理事又は職員であったことがない者とする。 

 
(選考委員会） 
第８条 第３条第２項による選考委員会は、支部長５名により構成する。 
２ 選考委員会では、委員長を互選の上、会長理事・副会長理事候補を選考し、評議員会に報
告する。 



- 71 - 

３ 会長理事・副会長理事の補欠選任にかかる選考委員会において、理事である会長理事・副
会長理事候補が選考されたときは、理事会に報告する。 

 
附  則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１
日）から施行する。 

附  則 
この規程は、平成 29 年３月 27 日から施行する。 

附  則 
この規程は、平成 30 年３月 13 日から施行する。 

附  則 
この規程は、令和２年２月 27 日から施行する。 

附  則 
この規程は、令和５年２月 20 日から施行する。 

附  則 
この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 
理事選出ブロック区分及び選出数 

区分 市支部 地区支部（町村） 選出数 

道南 
函館・室蘭・苫小牧・登別・伊達 
北斗 

渡島・檜山・胆振 ２名 

道北 
旭川・士別・名寄・富良野・留萌 
稚内 

上川・留萌・宗谷 ２名 

道東 
北見・網走・紋別・帯広・釧路 
根室 

オホーツク・十勝・釧路・根室 ２名 

道央 

江別・千歳・恵庭・北広島・石狩 
小樽・夕張・岩見沢・美唄・芦別 
赤平・三笠・滝川・砂川・歌志内 
深川 

石狩・後志・空知・日高 ２名 

合計   ８名 

１．ブロック区分は、道南・道北・道東・道央の４区分とし、上記の市支部及び地区支部
（町村）を充てる。 

  
評議員選出ブロック区分及び選出数 

区分 市支部 地区支部（町村） 選出数 

道南 
函館・室蘭・苫小牧・登別・伊達 
北斗 

渡島・檜山・胆振 
３名 

(市２名・地区１名) 

道北 
旭川・士別・名寄・富良野・留萌 
稚内 

上川・留萌・宗谷 
３名 

(市２名・地区１名) 

道東 
北見・網走・紋別・帯広・釧路 
根室 

オホーツク・十勝 
釧路・根室 

３名 
(市２名・地区１名) 

道央 

江別・千歳・恵庭・北広島・石狩 
小樽・夕張・岩見沢・美唄・芦別 
赤平・三笠・滝川・砂川・歌志内 
深川 

石狩・後志・空知 
日高 

３名 
(市２名・地区１名) 

合計   12名 

１．ブロック区分は、道南・道北・道東・道央の４区分とし、上記の市支部及び地区支部
（町村）を充てる。 

 ２．評議員の選出は、ブロック毎で市より 2 名、地区より 1 名の３名とする。 
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委員会規程 
 

(目的） 

第１条  この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という。）が

設置する委員会の運営について必要な事項を定める。 

 

(種類） 

第２条  委員会は次のとおりとする。 

⑴ 理事小委員会 

⑵ 互助共済事業運営委員会（以下「運営委員会」という。） 

⑶ 民児協のあり方検討委員会（以下「検討委員会」という。） 

⑷ その他必要な委員会 

 

(構成員、任期） 

第３条  委員会は本連盟の会員若干人をもって構成し、会長理事が委嘱する。ただし、学識経

験者等の関係者を加えることができる。 

２  任期は３年以内とする。ただし再任は妨げない。 

 

(委員会） 

第４条  理事小委員会は本連盟の当面する事業の企画・調整・財源の確立等について協議、検

討を行う。 

２  運営委員会は、互助共済事業の運営を行う。 

３ 検討委員会は、民生委員児童委員活動並びに民生委員児童委員協議会のあり方に関する調

査・研究・検討の他、本連盟市町村民児協活性化事業のモデル指定地区民児協の選考を行い、

本連盟会長に具申を行う。 

 

(運営） 

第５条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は会長理事が定める。 

２  委員会ごとに運営内規または運営要綱を設けることができる。 

 

 

   附 則 

 この規程、平成元年12月１日から施行する。 

附 則 

 この規程、平成９年４月１日から施行する。 

      附  則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和６年 10 月９日から施行する。 
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情報公開規程 
 

(趣  旨） 

第１条 この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という。）定

款第43条、北海道情報公開条例（平成10年北海道条例第28号）に基づき、本連盟が保有する

文書の情報公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(定  義） 

第２条 本連盟の文書とは、本連盟の経営状況を説明する別表に定める文書及び平成10年４月

１日以降に本連盟が作成し、又は取得した文書、図面及び写真であって、本連盟が管理して

いるものとする。 

 

(経営状況を説明する文書の公開） 

第３条 本連盟は、会計年度終了後３か月以内に、本連盟の経営状況を説明する文書を、本連

盟を所管する道の所管課（以下「所管課」という。）に提出するものとする。 

２ 本連盟はその主たる事務所に、道は所管課のほか総務部文書課行政情報センターに経営状

況を説明する文書を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

(経営状況を説明する文書以外の文書の公開） 

第４条 本連盟が保有する文書であって、知事が管理していないものの閲覧又はその写しの交

付（以下「文書の閲覧等」という。）の申し出をしようとするものは、知事に対し知事が定め

る出資法人等情報公開申出書（以下「申出書」という。）を提出するものとする。 

２ 本連盟は、知事から閲覧等申し出のあった文書に、次の情報のいずれかが記録されている

場合を除き、当該文書に関する文書の閲覧等に応じるものとする。 

ア 個人情報 

本連盟が定めた個人情報保護規程（平成10年４月１日制定）により個人に関する情報と

して保護されているもの。 

  イ 法人情報 

法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報

及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、閲覧等に応じることによって、当

該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が

不当に損なわれると認められるもの。 

ウ 公共安定情報 

閲覧等に応じることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予

防、犯罪捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報。 

  エ 意思形成過程情報 

本連盟又は国若しくは地方公共団体その他の公共的団体（以下「国等」という。）の事務

又は事業に関する意思形成過程において、本連盟の機関内部又は本連盟と国等の機関との

間における審議、協議、調査研究等に関し、本連盟が作成し、又は取得した情報であって、

閲覧等に応じることにより、当該事務又は事業に関する意思形成に著しい支障が生じると

明らかに認められるもの。 

  オ 協力関係情報 

本連盟と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、本連盟が作成し、
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又は取得した情報であって、閲覧等に応じることが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反

し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に関する事務又

は事業の適正な執行に支障が生じると認められるもの。 

  カ 事業運営情報 

入札予定価格、その他本連盟又は国等の事務又は事業等に関する情報であって、閲覧等

に応じることにより当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若

しくは将来の同種の事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの。 

  キ 法令秘情報 

      法令等の規定により明らかに閲覧等に応じることができないとされている情報。 

 

(文書の開示の決定） 

第５条 本連盟は、知事から閲覧等申し出に関する文書の提出の依頼があったとき、おおむね

14日以内に文書の閲覧等の申し出に対する諾否の決定をするものとする。ただし、やむを得

ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。 

２ 本連盟は、前項の決定をしたときは、知事を経由して速やかに、前条第 1 項の申出書を提

出したもの（以下「閲覧等申出者」という。）に書面により通知するものとする。 

 

(文書の閲覧等の場所） 

第６条 文書の閲覧等は、北海道総務部文書課行政情報センター又は本連盟の主たる事務所に

おいて行うものとする。 

 

(費用の負担） 

第７条 閲覧等申出者は、別表に定める文書の閲覧等に要する費用（写しの送付に要する費用

を含む。）を本連盟の請求に基づき負担するものとする。 

 

(その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、本連盟の情報公開に関し必要な事項は、会長理事が別

に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

      附  則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 

 

１  規程第２条に定める経営状況を説明する文書 

文書の内容 

 

・定款               ・収支計算書               ・財産目録 

・役員名簿           ・正味財産増減計算書       ・事業計画書 

・事業報告書         ・貸借対照表               ・収支予算書 
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２  規程第７条に定める文書の閲覧等に要する費用 

区   分 費用の額 

文書の写しの作成に要する 

費用の額 

 

職員が乾式複写機により、日本工業規格Ａ列３番

までの規格の用紙を用いて作成した場合はその枚

数に 15 円を乗じた額とし、それ以外の方法による

場合は、文書の写しを作成するために実際に要し

た費用の額。 

 

文書の写しの送付に要する 

費用の額 
郵送に要する郵便料金の額｡ 
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個人情報保護規程 
 

第１章 総 則 

 

(目的） 

第１条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきもの

であることに鑑み、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という。）定

款第 44 条に基づき、本連盟が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項

を定めることにより、本連盟の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保

護することを目的とする。 

 

(定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 個人情報  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日  

その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できる

もの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それに

より当該個人を識別できることとなるものを含む。）をいう。 

⑵ 個人情報データベース等  特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することが

できるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピューターを用い

ていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は

分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。 

⑶ 個人データ  個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

⑷ 保有個人データ  本連盟が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者へ

の提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかに

なることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、

又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 

⑸ 本人  個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 

⑹ 従業者  本連盟の指揮命令を受けて本連盟の業務に従事する者をいう。 

⑺ 匿名化  個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識

別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。 

 

(本連盟の責務） 

第３条 本連盟は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業

を通じて個人情報の保護に努めるものとする。 

 

第２章 個人情報の利用目的の特定等 

 

(利用目的の特定） 

第４条 本連盟は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」と

いう。）をできる限り特定するものとする。 

２ 本連盟は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲で行うものとする。 

３ 本連盟は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は
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公表するものとする。 

 

(事業ごとの利用目的等の特定） 

第５条 本連盟は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、

利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとす

る。 

 

(利用目的外の利用の制限） 

第６条 本連盟は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前２条の規定により特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同

意を得ないで前２条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う

ことができるものとする。 

⑴ 法令に基づく場合 

⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る  

ことが困難であるとき。 

⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す 

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

３ 本連盟は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、

その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。 

 

第３章 個人情報の取得の制限等 

 

(取得の制限） 

第７条 本連盟は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正

な方法で行うものとする。 

２ 本連盟は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報

については取得しないものとする。 

３ 本連盟は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

⑴ 本人の同意があるとき。 

⑵ 法令等の規定に基づくとき。 

⑶ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

⑷ 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。 

⑸ 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目

的を達成し得ないと認められるとき。  

４ 本連盟は、前項第４号又は第５号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得した

ときは、その旨及び当該個人情報に関する利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。 

 

(取得に際しての利用目的の通知等） 
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第８条 本連盟は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合

を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 

２ 本連盟は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書そ

の他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記

載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を

明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場

合には、この限りでない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

⑴ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産

その他の権利利益を害するおそれがある場合。 

⑵ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す 

ることに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

第４章 個人データの適正管理 

 

(個人データの適正管理） 

第９条 本連盟は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態

に保つものとする。 

２  本連盟は、個人データの漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のため

に必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 

３ 本連盟は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要か

つ適切な監督を行うものとする。 

４  本連盟は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに

破棄又は削除するものとする。 

５  本連盟は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を本連盟以外の者に委託するときは、原則

として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかに

し、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

第５章 個人データの第三者提供 

 

(個人データの第三者提供） 

第10条 本連盟は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データ

を第三者に提供しないものとする。 

⑴ 法令に基づく場合 

⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき。 

⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す 

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用につい



- 79 - 

ては、第三者に該当しないものとする。 

⑴ 本連盟が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部 

を委託する場合 

⑵ 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

⑶ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して

利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当

該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通

知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき 

３ 本連盟は、前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責

任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に

通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

第６章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止 

 

(保有個人データの開示等） 

第11条 本連盟は、本人から、当該本人に関する保有個人データについて、書面によりその開

示（当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。

以下同じ。）の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示

をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の全部又は一部を開示しないことができる。 

⑴ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

⑵ 本連盟の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

⑶ 他の法令に違反することとなる場合 

２  開示は、書面（様式１）により行うものとする。ただし、開示の申し出をした者の同意が

あるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。 

３  保有個人データの開示又は不開示の決定の通知（様式２、３）は、本人に対し書面により

遅滞なく行うものとする。 

 

(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等） 

第12条 本連盟は、保有個人データの開示を受けた者から、書面により、開示に関する個人デ

ータの訂正、追加、削除又は利用停止の申し出（様式４）があったときは、利用目的の達成

に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申し出をした者に対し、書面（様

式５、６）により通知するものとする。 

２ 本連盟は、前項の通知を受けた者から、再度申し出があったときは、前項と同様の処理を

行うものとする。 

 

第７章 組織及び体制 

 

(個人情報保護管理者） 

第13条 本連盟は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本連盟における個

人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、事務局長とする。 

３ 事務局長は、会長理事の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に
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対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。 

４ 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行う

ものとする。 

５ 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任す

ることができる。 

 

(苦情対応） 

第14条 本連盟は、個人情報の取り扱いに関する苦情（以下「苦情」という。）について必要な

体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。 

２ 苦情対応の責任者は、事務局長とするものとする。 

３ 事務局長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ

従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。 

 

(従業者の義務） 

第15条 本連盟の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人

情報保護管理者に報告するものとする。 

３ 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には

遅滞なく会長理事に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するもの

とする。 

 

第８章 雑 則 

 

(その他） 

第16条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成17年５月19日から施行する。 

附 則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 
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北海道民生委員児童委員連盟個人情報保護規程  

個人情報取扱業務概要説明書 

 

北海道民生委員児童委員連盟個人情報保護規程第５条の規定に基づく、会員情報、研修等

活動にかかわる個人情報の種類等についての規定は、次のとおりである。 

 

 

個人情報の種類 

（本連盟事業にかかわって

取得・利用する個人情報） 

 

１．会員の個人情報に関する事項 

２．研修等活動に係る講師の個人情報に関する事項 

 

 

個人情報の利用目的 

 

北海道民生委員児童委員連盟（以下本連盟という）の会員状況の把

握および研修活動等を適正かつ円滑に行うことを目的とする。 

 

 

個人情報の利用・提供方

法 

 

１．会員等の個人情報は、本連盟担当者の管理のもとに保管し、下記

の事項に沿った利用を行う。 

 (1)会員台帳の整備・管理（市町村民児協への情報提供） 

 (2)相談、照会に係る個人情報 

(3)会員の褒章、叙勲、各種表彰に関する個人情報 

(4)互助共済事業に関する個人情報 

(5)調査活動に関する個人情報 

(6)生活福祉資金貸付事業等に関する個人情報 

(7)その他特に本連盟事業活動に関する個人情報 

 

２．研修等活動に係る個人情報は、本連盟担当者の管理のもとに保管

し、下記の事項に沿った利用を行う。 

(1)講師の個人情報（氏名、肩書き、略歴）の記載 

(2)研修参加者名簿（氏名、所属、年数）の記載 

 (3)委託業者への参加者個人情報の提供（個人情報保護法に沿った委

託契約の締結） 

 (4)その他特に研修等活動に関する個人情報 

 

３．その他の項目は、担当者のみが管理し他に漏らしてはならない。 

 

 

その他の情報 

 

 

本連盟職員が、上記情報の取得その他の機会において、会員等から

相談を受けた事項は、本人の同意のない限りは、本連盟職員以外に

は伝えてはならない。 

 

個人情報保護担当者  本連盟事務局長 

本事業における苦情対応

担当者 
 本連盟事務局長 
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（様式１）  

開 示 申 出 書 
 年  月  日  

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟会長  様  

 

氏   名               

住   所               

                  生年月日     年    月    日  

 

  私の個人情報について、下記のとおり開示の申し出をします。  

 

記  

 １  個人情報の区分  

  １  会員等の個人情報   ２  研修等活動に関する個人情報  

３  その他（                      ）  

 

 ２  開示を求める項目  

１  全部  

２  一部（項目名                     ）  

 

※  開示を希望する項目、個人情報を本連盟へ提出された際の事業名及びその実施

年度について、具体的にご記入下さい。  

 

 

(様式２） 

 

                             道民児連第   号  

                                年  月  日  

                様  

 

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟  

会  長  

 

個 人 情 報 の 開 示 に つ い て 

 

 年  月  日付で開示申し出をいただきました貴殿の個人情報につきまし

ては、別添のとおりですので、お知らせいたします。  
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（様式３）  

 

                             道民児連第   号  

                                年  月  日  

               様  

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟  

会  長  

 

個 人 情 報 の 開 示 に つ い て 

 

 年  月  日付で開示申し出をいただきました貴殿の個人情報につきまし

ては、検討の結果、開示しないことといたしましたので、お知らせいたします。  

なお、開示しない理由は、下記のとおりです。  

 

記 

 

（様式４）  

 
訂   正  
追   加   申出書  
削   除  
利用停止  

 年  月  日  

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟会長  様  

 

氏  名                

住  所                

 

  先般開示を受けた私の個人情報について、下記のとおり〔訂正・追加・削除・

利用停止〕の申し出をします。  

記  

１  開示を受けた年月日 :    年  月  日  

 ２  〔訂正・追加・削除・利用停止〕の申出の内容  

開示内容  〔訂正･追加･削除・利用停止〕の内容  
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(様式５） 

                              

道民児連第   号  

                               年  月  日  

               様  

 

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟  

会  長  

 

個人情報の〔訂正・追加・削除・利用停止〕について  

 

貴殿の    年  月  日付の本会の保有する個人情報の訂正等申し出につき

ましては、事実の確認の調査を行い、その結果、申し出どおり〔訂正・追加・

削除・利用停止〕をすることといたしましたので、お知らせいたします。  

なお、個人情報の〔訂正・追加・削除・利用停止〕の内容は、次のとおりで

すので、ご確認ください。  

 

〔訂正・追加・削除・利用停止〕前  〔訂正・追加・削除・利用停止〕後  

  

 

 

(様式６） 

                              

道民児連第   号  

                               年  月  日  

               様  

 

公益財団法人  

北海道民生委員児童委員連盟  

会  長  

 

個人情報の〔訂正・追加・削除・利用停止〕等の申出について  

 

貴殿の    年  月  日付の本会の保有する個人情報の訂正等申し出につき

ましては、事実の確認の調査を行い、その結果、〔訂正・追加・削除・利用停

止〕をしないことといたしましたので、お知らせいたします。  

なお、個人情報の〔訂正・追加・削除・利用停止〕をしない理由は、下記の

とおりです。  

記  
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弔 慰 規 程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という。）の

弔慰について必要な事項を定める。 

 

（委員への弔慰） 

第２条  本連盟の会員に所属する単位民生委員児童委員協議会の民生委員児童委員（以下「委

員」という。）が死亡した場合は、次により弔慰を行う。 

⑴ 会長名をもって弔辞を贈る。 

⑵ 会長理事が特に必要と認めた委員には、弔慰金並びに供花を添えることができる。 

２ 前項の委員には、委員外の理事、監事及び顧問を含めるものとする。 

 

（慰霊碑の合祀） 

第３条 本連盟の委員の死亡に際して、市支部長ならびに町村民生委員児童委員協議会会長の

内申により慰霊碑に合祀を行う。 

 

（関係者への弔慰） 

第４条  会長理事が特に必要と認めた関係者に対して、弔辞並びに弔慰金を贈ることができる。 

２ 支部長において特に必要があると認めた関係者に対しては、その内申により弔辞を贈るも

のとし、会長理事が特に必要と認めた場合には、弔慰金並びに供花を添えることができる。 

 

 

附  則 

この規程は、昭和40年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和45年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、昭和50年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

      附  則 

この規程は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 

附  則 

この規程は、平成 30 年６月１日から施行する。（全文改正） 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日より施行する。 
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物故民生委員児童委員合祀内規 
 

第１条 本連盟の行なう物故民生委員児童委員慰霊祭において合祀する物故者は次に該当す

る者とする。 

⑴ 民生委員児童委員在任中死亡した者 

⑵ 民生委員児童委員を一期以上務め、退任後死亡した者で市支部長及び町村民児協会長 

より推薦の者 

 

第２条 前項の該当者は、市支部長又は民児協会長において毎年指定した日までに会長理事に

報告するものとする。 

 

第３条 前項の該当者の報告様式は、本連盟会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この内規は、昭和50年６月 12 日より施行する。 

   附 則 

 この内規は、平成13年５月10日より施行する。 

附  則 

この内規は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成25年４月１

日）から施行する。 

附 則 

 この内規は、令和２年７月１日より施行する。 

附 則 

 この内規は、令和５年３月１６日より施行する。 
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北海道民生委員児童委員連盟災害時対応ガイドライン 

平成３１年３月５日策定 

令和７年１０月６日改正 

 

第１章 目的及び性格 

 

(目的) 

第１条 このガイドラインは、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」と

いう。）が大地震等の大規模災害（以下「災害」という。）発生において、取り組むべき事項

等の基本的行動指針を定めることを目的とする。 

 

(ガイドラインの性格) 

第２条 このガイドラインは、あくまで取り組むべき事項に関しての行動指針であるので、臨

機応変かつ柔軟性が求められる災害対応では、必ずしもこのガイドラインによる硬直的な対

応にならないようその状況に応じた対応を第一の指標とする。 

 

第２章 初動対応 

(個別初動対応) 

第３条 台風や豪雨等、その被害が予見できる災害においては、被災想定市町村の民児協への

連絡体制の確保や想定される支援を協議するなど、即時対応できるよう努める。 

２ 本連盟職員は、災害発生時において、まず何よりも自分と家族の安全確保と安否確認を優

先する。出張先や早朝夜間深夜帯等、事務所に不在の場合は、自己の状況を事務局長に報告

する。 

３ 早朝夜間深夜帯等、本連盟事務所に職員が不在の際、その必要性に応じて、本連盟事務局

長は出勤可能な職員を緊急的に招集する。 

４ 本連盟事務局長は、事務所の被害状況を把握し会長へ状況報告する。 

５ 連絡方法に関して、一般電話回線が使用できない場合、携帯電話、電子メール、ＬＩＮＥ、

災害伝言ダイヤルの活用等、予め非常時に備えた通信手段の準備をする。 

 

第３章 初期対応 

 

(災害状況の情報収集) 

第４条 本連盟は、被害や避難所の開設状況など、民生委員児童委員並びに主任児童委員（以

下、「民生児童委員」という。）が行う救援活動に必要な情報の収集を行う。 

 

(各関係機関との連絡調整) 

第５条 本連盟は、被災地における円滑な民生委員児童委員活動の円滑な展開を目的として、

次の関係機関との連絡調整を図る。また、状況に応じて、本連盟職員を北海道災害ボランテ

ィアセンター（以下、「道災害ＶＣ」という。）の初期支援チーム（先遣隊）に参画させ、よ

り詳細な被災状況把握並びに民生児童委員活動の後方支援内容を協議、検討する。 

 (1) 北海道災害対策本部 

 (2) 北海道保健福祉部総務課 

 (3) 北海道保健福祉部福祉局地域福祉課 
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 (4) 北海道災害ボランティアセンター 

 (5) その他連絡調整が必要な機関・団体 

 

(発災初期における民生児童委員活動の支援) 

第６条 本連盟は、発災初期において、被災地域の民生委員児童委員活動を支援することを目

的に、災害発生当初には次の取り組みを行う。 

 (1) 災害救援活動に必要な財源的支援 

    全国民生委員児童委員連合会「被災地民児協支援募金」の活用や本連盟「災害時活動

支援金助成事業」により、被災の規模に応じた民児協活動の財源的支援を行う。本連

盟の助成については、別に定める要綱による。 

 (2) 互助共済制度等、制度利用にかかる情報提供 

    被災地域民児協に対して、本連盟民生委員児童委員互助共済事業や支援金制度の申請

等に関する情報提供について、電子メール等その時点で使用できる通信手段により速

やかに行う。 

 (3) 民児協組織運営に関する現地調査及び支援 

    道災害ＶＣの初期支援チームに参画し、災害発生時に民児協機能が一時的に停滞ない

しは停止の状況を把握する。その結果、必要に応じて本連盟職員を派遣し、民児協組

織運営や民生児童委員に対して活動に関するアドバイザリー等、支援にあたる。 

 (4) 道災害ＶＣとの連携並びに情報共有 

    道災害ＶＣと綿密な情報共有を図り、民生児童委員活動に必要な支援の協議を行い、

広域的な支援組織として合理性の高い連携を図る。 

 

第４章 災害復旧時以降の対応 

 

(被災地域民児協からの報告) 

第７条 本連盟は、災害復旧時以降において、被災地域の民児協に対してその活動状況の報告

を依頼し、その結果を集約のうえ報告書を作成する。 

２ 被災地域の民児協からの報告の結果、さらに財源的な支援の必要性を認めた場合、支援金

運営要綱の定める基準により追加助成を検討する。 

 

(災害対応に関する検証) 

第８条 前条により作成した報告書をもって、本連盟理事会において災害対応に関する検証を

行う。 

２ 前条第１項の報告書並びに同条前項の検証結果については、本連盟文書処理規程第 10 条

に規定する第１種（永年保存）として取り扱う。 

 

第５章 平常時における取り組み 

 

第９条 本連盟は、平常時における事前準備として、本連盟が実施する事業において、以下の

事項を意識的に包含した取り組みに努める。 

 (1) 全民児連「民生委員・児童委員による災害発生時要援護者支援活動に関する指針」の普及・啓 

    発 

 (2) 本連盟発行「災害に備える民生委員児童委員ハンドブック」の定期改訂並びに研修プロ
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グラムの開発及び実施 

 (3) 災害をテーマとした全道的な研修会の開催（３年に１回を目途） 

 (4) 地域支援調査（住民支え合いマップ調査）事業の普及・啓発 

 (5) 民児協活性化事業を通した民児協組織の基盤強化 

 (6) 災害時における民児協事務局支援のあり方に関する研究 

 (7) 市町村民児協と社会福祉協議会の日常的な連携に関するモデルの開発 

 (8) 北海道災害福祉支援ネットワーク会議への参画および日常的な連携関係の構築 

 (9) 北海道災害ボランティアネットワーク会議への参画および日常的な連携関係の構築 

 (10) 災害救援活動等支援金積立資産の造成 

 (11) その他、本連盟会長が特に必要と認める取り組み 

 

第６章 その他 

(ガイドラインの改定) 

第 10 条 第８条第１項の検証結果、必要と認められる場合は、本ガイドラインの改定を行う。 

 

(本連盟職員の行動基準) 

第 11 条 災害発生時における本連盟職員の行動基準は別に定める。 
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道民児連災害時活動支援金助成事業運営要綱 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、災害が発生した地域において、民生委員児童委員ならびに民生委員児

童委員協議会（以下、「民児協」という）による、その職務に立脚した救援・支援活動等に

対し、緊急かつ即応的な活動に要した費用及び住民の救援に要した実費（以下「支援金」

という）を支援することを目的とする。 

 

（対象災害） 

第２条 原則として、災害救助法適用外の災害を対象とする。なお、災害対策基本法に定義

され、かつ、災害救助法が適用された災害については、全国民生委員児童委員連合会の

「被災地民児協支援募金」の活用による対応とする。 

 

（支援金申請対象） 

第３条 災害により救援・支援活動等を実施した市町村民児協において、当該民生委員児童

委員ならびに民児協が行った救援・支援活動等を取りまとめ、所定の様式により活動報告

書ならびに支給申請書を北海道民生委員児童委員連盟（以下「本連盟」という）に提出す

る。 

２ 支援金の申請使途については柔軟に対応する。 

 

（支援金決定） 

第４条 第３条１項により申請を受け、本連盟正副会長にて申請内容を確認、決定し、その

内容を理事会に報告する。また、支援金決定に際しては本連盟事務局職員等が必要に応じ

て現地確認を行った報告も参考とする。 

２ 一災害における支援金の額は１市町村民児協あたり 30 万円を限度とする。 

 

（支援金送金） 

第５条 支援金の送金先は、原則として市町村民児協とする。 

 

（報 告） 

第６条 支援金の支給を受けた市町村民児協会長は、所定の様式により受領書を本連盟会長

あて提出する。 

 

（財 源） 

第７条 本支援金の財源は、災害救援活動等支援金積立資産より充当するものとする。 

 

（その他） 

第８条 本要綱に定めのない事項については、その都度理事会において協議する。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟の設立の登記の日（平成 25 年４月

１日）から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年５月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月 11 日から施行する。 

 


